
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年８月９日 ２０時３５分ごろ 

発生場所 香川県高松市女
め

木
ぎ

島北西方沖  

 女木島灯台から真方位３１８°３.５海里付近 

 （概位 北緯３４°２５.４′ 東経１３３°５９.５′） 

事故の概要 貨物船 C S C L
シーエスシーエル

 TOKYO
トーキョウ

は、南西進中、また、漁船高栄
こうえい

丸は、操業し

ながら漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年８月１７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 CSCL TOKYO （中華人民共和国香港特別行政区籍）、 

９,８５８トン 

   ９３８３５１０（ＩＭＯ番号）、DYNAMIC IDEAS LIMITED 

Ｂ 漁船 高栄丸、１９トン 

   ＫＡ２－１６７１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（中華人民共和国籍）、不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

事故の経過 Ａ船は、航海士Ａほか１９人（全員中華人民共和国籍）が乗り組

み、女木島北西方沖の備讃瀬戸東航路を約２１８°の針路及び約 

１４.４ノットの対地速力で航行中、同じ針路及び対地速力でＢ船と

衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、平成２９年８月９日１０時 

００分ごろ高松市高松港を出港し、女木島北西方沖の漁場でこませ
．．．

網

漁を行っていた。 

 Ｂ船は、備讃瀬戸東航路内で長さ約３５０ｍの漁具を投網して２回

目の操業を開始し、船首を東方に向けて漂泊中、船長Ｂが左舷船首方

にＡ船の灯火を認めたものの何もできず、２０時３５分ごろその船首

部とＡ船の右舷船尾部とが衝突した。 

船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船の蓄電池の容量が小さいので搭載して

いたレーダーを作動させず、また、マストに白色、紅色及び黄色の回

転灯を点灯していたものの、トロール以外の漁ろうに従事しているこ

とを示す灯火を表示していなかった。 



 

分析 Ａ船は、女木島北西方沖の備讃瀬戸東航路を南西進中、航海士Ａが

衝突を避けるための動作をとらなかったことから、前路で漂泊中のＢ

船と衝突したものと考えられるが、航海士Ａから情報を得ることがで

きなかったため、衝突を避けるための動作をとらなかった状況を明ら

かにすることはできなかった。 

Ｂ船は、女木島北西方沖の備讃瀬戸東航路で操業しながら漂泊中、

船長Ｂが、見張りを適切に行っていなかったことから、接近するＡ船

に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、女木島北西方沖の備讃瀬戸東航路において、Ａ船

が南西進中、Ｂ船が操業しながら漂泊中、航海士Ａが衝突を避けるた

めの動作をとらず、また、船長Ｂが見張りを適切に行っていなかった

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船と衝突のおそれがあるときは、衝突を避けるための動作をと

ること。 

 ・操業中でも、レーダーを使用するなどして常時適切な見張りを行

うこと。 

・夜間、トロール以外の漁ろうに従事している漁船は、法定灯火を

表示すること。 

 


